
令和７年４月１日以後開始事業年度等分 

内国法人（グループ通算制度適用）用 

 

【№90】通算グループ内のいずれかの法人が中小企業者に該当し

ない場合又は通算グループ内のいずれかの法人（次の⑷以外の制

度にあっては、一定の通算加入適用除外事業者を除きます。）が

適用除外事業者に該当する場合等に、次の特別償却を適用してい

ませんか。 

⑴ 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却 

⑵ 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合 

 の特別償却（適用要件の緩和措置） 

⑶ 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の 

 特別償却 

⑷ 被災代替資産等の特別償却（特別償却率の上乗せ特例） 

⑸ 特定事業継続力強化設備等の特別償却 

⑹ 特定地域における工業用機械等の特別償却（沖縄の離島 

 地域等に係るもの）（中小規模法人に係る適用要件の緩和措置） 

【№91】特別償却の適用を受けた資産について、措法による圧縮

記帳又は他の特別償却を重複適用していませんか。 

【№92】特別償却の制度ごとに適用すべき基準取得価額割合及び

償却率によって計算していますか。 

【№５】前事業年度からの繰越額は、前事業年度の申告書の

金額と一致していますか。 

【№４】当事業年度に適用される別表

を使用していますか。 


